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戦争させない・9条壊すな！ヒロシマ総がかり行動実行委員会
略称　ヒロシマ総がかり行動

　広島市中区十日市町 1-5-5　坪池ビル２F　日本ジャーナリスト会議広島支部内
電話　



安倍首相は、9 条に自衛隊を明記して憲法学者の大半が自衛隊を
憲法違反とする状況をなくしたいと言います。「災害時の救援活

Q 自衛隊を憲法に書き込むだけなら問題ない？

A

「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」という 2 項が歯
止めになるのではとの意見もあります。本当にそうでしょうか。

Q

A

９条２項の「戦力の不保持」「交戦権の否認」が
残るからだいじょうぶ？

いま、憲法 9条は最大の危機にさらされています。私たちは、《安倍 9条改憲》反対の
一点で手をつなぎ、いまの 9条を未来につないでいきたいと考えています。

動で頑張る自衛隊が憲法違反では気の毒」という声もあります。
　しかし、2015 年に安保法制（戦争法）が成立し、「専守防衛」だっ
た自衛隊はアメリカとともに戦争する存在になりました。すでに、武
器を持って戦闘状態の南スーダンにも出かけています。北朝鮮とアメ
リカが戦争になった場合、自衛隊も参戦することになるでしょう。憲
法に書き込まれようとしているのは、「救助活動をしてきた自衛隊」で
はなく、米軍といっしょに「戦争する自衛隊」なのです。

東京慈恵医大、小澤隆一教授（憲法学）は「後からできた新しい法律
は古い法律よりも優先されるのが法のルール」、「自衛隊を明記した時
点で 2項は死文化」すると指摘しています。
　自衛隊を明記したあと、次の改憲で 9 条 2 項をなくすというのが首
相の考えだと、船田元氏（自民党衆院憲法審査会幹事）は述べました
（2017.9.2「毎日新聞」）。２項を削れば、自衛隊を「戦力」と明確に位
置づけることができ、平和憲法は完全に解体されます。


